
《実践研修①「個人情報について」》で、学んだことや今後の実践に生かしていきたいことを教えてくださ
い。

著作権など、ドキドキしながら聞きましたが😁とても勉強になりました。レポート研のMさんにも、つたえ
ます。

全職員に周知したいと思いました。

慎重に取り組む必要性を改めて感じました。
昨年お話を聞いていますがまだよくわかっていない部分もあります…
難しいなぁと思いました。

法律は知っているという前提であるというお話を聞き、改めて「知らなかった」では済まされないと思いま
した。今まで「これは大丈夫だろう」と自分で勝手に判断していましたが、きちんと法律を調べ、正しい対
応が必要だと感じました。いただいた資料とても分かりやすかったです。他の職員にも伝えていきたいと思
いました。

時間とともにおざなりになりがちだから、改めて著作物の引用の仕方について確認することができてよかっ
たです。研修は繰り返し必要ですね。

　個人情報や著作権については、気をつけなければいけないところがあるので、もう１回しっかり目を通し
て理解した上で、職員会議で他の職員に啓発したいと思います。

著作権のことなどこれまでも研修を受けてはいたが、個人情報を取り扱うことについて考えなければならな
いことなど改めて確認できた。今後、資料づくりなどて参考になりました。

著作権や個人情報のルールが複雑で、判断に困る場面が多いが、守るように努めたいです。

情報を発信する側として、個人情報漏洩や発信した時どのような影響が出るのかを慎重に考えていかないと
いけないと思いました。

美術科教師として、基本的にはほとんど理解している内容だったと思うが、研究大会報告を作るにあたって
気をつけなければならないことなので、今後も必要な研修だと思う。
知的財産権を守るために著作権法があったり、個人情報を守るために肖像権やプライバシー権があったりす
るのは、必要不可欠で大切なことだと理解できました。
授業で使う分に許される範囲も分かって参考になりました。
一方、研究大会はかなりグレーゾーンがあると思います。特に第2分科会は研修のためには個人情報を無くし
てしまうと何の事か分からなくなりそうで、場所や名前など特定できないくらいにある程度はオブラートに
包みつつも、出さざるを得ない気がします。なので動画にして残すのはやはり難しいと思います。

児童生徒への配布は概ねよい、と理解しましたが、職員から職員への認められる範囲が難しかったです

「法律は知っていて当たり前」いまさらながら納得しました。著作権や個人情報の取り扱いについて、勉強
になりました。

とにかく、対応しなければいけない、課題別のみなさんで協力したい。 ICTとかSCのように、こういうこと
を相談できる人が 身近にほしいと思う

報告する際、 学校で教育活動を行う際に気をつけ る必要があると思った。

遅刻のため、後ほど資料を読み込みます。

著作権をあいまいにしか理解していなかったため、今回の研修 はためになりました。
知的財産権に関する知識がさらに深まりました。生徒に環元して 行きたいと思います。

昨年度の講演内容のキーワードの再確認となりました。 分からない部分は気を付けて、確認にから取り扱う
ように実施していきたいと思います。

日頃のプリントづくりの時にも著作権について迷うことがあったので 自分自身学びになりました。いただい
た資料を職員室で回覧したいと思いました。 レポート作成の時にも役立てたいです。
著作権、個人情報保護について、改めて学ぶ機会になりました。学校外へ 出す文書はもちろんのこと、校内
で使用する文書や授業等で扱うワークシート等について も、法律を守って取り扱いには十分気をつけたいと
思いました。

「大会で考えられる事例」という項目で説明していただいた のでよくわかりました。

発表やレポートにおいてのポイントが分かりやすくまとめてあった。 教育現場と異なる点も分かってよかっ
た。

個人情報、著作権について知っておくことで対応ができるし、リスク回避ができる。私たちはもちろん、子
どもたちにも伝えていきたい

法律については、何となく認識・理解している程度なので、正しい認識と理解が必要であると思います。改
正等についてもアンテナを張っておく必要があると思いました。



個人情報や著作権に関して、自分自身が他者の権利を侵害しないように留意すべきであると、一層気を引き
締めて取り組まなければならないと実感した。

著作権について、教員は、ワークシートやおたよりなどでよく挿絵としてイラストを利用することが多いで
すが、「著作権フリー」にも使い方を間違えると違法になってしまうので、心掛けていく必要があると思い
ました。子どもの顔を加工していても使って大丈夫か許可をとるなど細心の注意を払って扱っていくべきだ
と思いました。

グレーゾーンも多く、最新の情報の更新も必要とされる著作権について学ばせていただく機会をいただき誠
にありがとうございます。とても勉強になりました、また、現状の法の解釈に合う形で資料を使用できてい
たことが確認できよかったです。

　レポ検チーフとして、著作権や個人情報に注意しながら報告者と連絡、レポート検討をしていく必要があ
ると思いました。

大会報告にかかわる個人情報の取り扱いについて改めて考えることができたと思います。報告に向けて、報
告者の方にもきちんと許可等をとりながら進めていきたいです。

速攻報告者の授業動画の公開をどうするか考えましたが、慎重に当たらないとあかんということを学んだ研
修会になりました。
山口さん，おつかれさまでした。

昨年の半田弁護士の講義を思い出しながら聞かせていただきました。山口さんがとてもよく勉強しておられ
ることが伝わってきました。ケースに応じて必要なことがよく理解できました。

触法することのないように気を付けて情報を管理していきたいと思います。

著作権について学び、引用できるかどうか確認することの大切さを改めて感じました。「学校における教育
活動と著作権」について、職員へ紹介します。ありがとうございました。
分からないことがたくさんあったので、知った上でこれから生かしていきたい。


